
 

 

 

こども医療センターにおける個人情報の漏えいについて 

 

こども医療センターにおいて、職員が、個人情報が記載された文書を本に挟んで持ち帰り、退職後、

古本屋に当該文書を挟んだままその本を売却したことにより、個人情報が漏えいしたことが判明しまし

た。 

 

１ 概要 

  令和６年度当時在籍していた当センター看護師が、自己研鑽のために私的に所有する本に患者９名

の個人情報が記載された文書を挟んで持ち帰った。 

  当該職員は、令和６年度中に当センターを退職した後、令和７年７月～８月頃に当該文書を挟んだ

ままその本を古本屋に売却した。 

令和７年 12 月２日、古本屋でその本を購入した方から個人情報が記載された文書が入っていた旨

の申し出があり、同日、当該文書をご持参いただき回収した。 

 

２ 漏えいした個人情報 

 〇 ７名 氏名、生年月日、年齢、性別、病室、診療科、患者ＩＤ 

 〇 １名 上記のほか病名、治療経過、観察・処置内容等 

 〇 １名 上記のほか検査結果（担当医、体重、身長、診断結果、内服薬等） 

 

３ 原因 

  当センターでは毎年情報セキュリティの研修を行い、個人情報の持ち出し原則禁止や不要になった

情報の廃棄を伝えていたが、元職員に個人情報の管理の重要性についての認識が不足し、持ち帰った

ことにより発生した。 

 

４ 対応（今後の対応も含む） 

  該当する９名の患者さん・ご家族に対して個別にお詫びさせていただきました。 

また、病名や検査結果等が漏えいした２名の患者さん及びご家族に対しては、担当医師等が直接説

明とお詫びを行います。 

 

５ 再発防止策等 

  今回の事案とともに個人情報の原則持ち出し禁止や不要になった情報の廃棄の徹底を院内に周知

し、再発防止を図ります。 

 

 

問合せ先 

  神奈川県立こども医療センター 

  副事務局長 大山 有希夫 

  電話：045-711-2351（代表） 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 

神奈川県立こども医療センター 

令和７年 12月 10日 

資料送付 

 

 

 

 


